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は じ め に 

 

１ 行政改革について 

本市における行政改革の取組については、平成 8 年 6 月に有識者等による「瀬戸市行政改

革推進委員会」から「瀬戸市行政改革への提言」をいただき、それを踏まえ、行政改革を進

めていく上での基本的な考え方として、平成 9 年 6 月に「瀬戸市新行政改革大綱」を取りま

とめました。平成 10 年 10 月には改革すべき項目や数値目標、実施年度などの具体的内容に

ついて定めた「瀬戸市新行政改革実施計画（平成 10～12 年度）」を策定するとともに、平成

13年 5月には「瀬戸市新行政改革第２次実施計画（平成 13～15 年度）」を策定し、行政運営

の簡素化・効率化を図りながら財源確保に努め、少子高齢社会への対応や多様化している市

民ニーズに応えるために行政改革に取り組んできました。 

この結果、「瀬戸市新行政改革実施計画」の計画期間である平成10年度から12年度までに、

68名の職員削減、1部 11 課室の削減、1,528,200 千円の経費削減を達成しました。また、「瀬

戸市新行政改革第２次実施計画」の計画期間である平成 13年度から 15年度までには、55名

の職員削減、937,933 千円の経費削減を達成しました。 

これらをあわせた削減効果としては、職員削減数は 123 名、経費削減額は 2,466,133 千円

となりました。なお、実施した取組の中には、それまでの事業や制度を廃止することにより、

後年度にもその効果が及ぶものや歳入増加の取組もあり、そうしたものを全て含めると、6

年間での取組が及ぼした影響額としては約 5,760,000 千円にも上ります。 

 

２ 行政経営について 

社会経済情勢が大きく変化していく中、厳しさを増す本市の財政状況を踏まえた行政運営

を継続していくため、これまで行政改革で取り組んできた経験を生かし、平成 12年度から「経

営」の視点による市政全般の改革である「行政経営改革」を進めています。 

 平成 13年 6月には、民間会社で言えば「社外取締役」兼「外部監査人」に当たる役割を果

たす「瀬戸市行政経営委員会」を設置しました。この委員会では、本市の行政がより良いサ

ービスをより高い効率で提供し、行政に民間企業の経営理念、手法等を可能な限り導入する

ための助言を求め、市長が責任を持ってその実行にあたってきました。 

平成 14年 2月には「行政経営導入計画」を策定し、これに基づき、「平成 17年度末までに、

瀬戸市の行政組織が、目標を共有し、役割分担と創意工夫によって行動できるようになる」

ことを経営改革のビジョンとして掲げ、これを目指した取組を進めてきたところです。 

 この取組の中では、現場の改革改善運動として次のような業務の改善を行いました。 
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（１）業務改善提案 

日常第一線において市民と接する職員が、常にサービスの向上と業務効率の改善を行え

る組織の構築を目指し、職員からの業務改善提案募集を平成13～14年度にかけて2回行い、

水道の利用開始や停止の届出のＥメールによる受付、消防署における 24時間体制の住民票

取次ぎ、市役所の電話のダイヤルインの採用など27の提案による業務の改善を行いました。 

 

（２）一係一改善運動 

職員一人ひとりが創意工夫を持って行動できるようになるために、「一係一改善運動」を

平成 14～15 年度にかけて 2回行い、債権者への口座振込通知の廃止や消防本部員が活動服

で執務するように変更して二次出動の時間を短縮する、給食センターの設備を自前で改修

することにより最低コストでドライ運用を実施するなど343件の業務の改善を行いました。 

 

３ 第 5 次瀬戸市総合計画について 

 これまでの行政経営の取組を踏まえ、長期的視点に立った望ましい地域社会づくりの指針

として、平成 18年 3月に「第 5次瀬戸市総合計画（計画期間：平成 18～27 年度）」を策定し

ました。 

この第 5次総合計画では、「どのような地域社会をつくるか」、「市民がどのような生活を送

るか」といった市民と行政がともに目指す「社会の姿」を提示するとともに、達成すべき明

確な目標を掲げ、その実現のための道筋を明らかにすることとしています。また、目標に掲

げた水準を達成できたかどうかを常に評価し、目標達成のために必要な行動をしていく仕組

みを計画の中に盛り込むこととしました。 

また、策定過程全般を通じて、市民と行政が目標を共有し、役割分担・創意工夫による行

動ができるようになることを実現することとし、計画に従った取組を進めています。 

 

（１）第 5次瀬戸市総合計画における都市経営のマネジメントサイクル 

都市経営の推進には、目標(計画)づくり（Plan）からはじまって、行動（Do）→チェッ

ク（Check）→改善（Action）ひいては目標自体の見直し（Plan´）という継続的なサイク

ルが欠かせません。市民と行政は、都市経営のＰＤＣＡそれぞれの段階で主体的にそれぞ

れの役割を果たすことが重要です。 

 

① Ｐ（目標(計画)立案）での役割 

第 5 次総合計画策定時には、市民意向調査、公募市民メンバー、総合計画審議会、分

野別市民委員会、パブリックコメントなどを通じ、市民と行政が一緒になって、共通の

目標となる計画を立案しました。 
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② Ｄ(行動)での役割 

市民は、目指す姿に向け、市民の役割を踏まえて自ら行動し、地域で助けあいます。

行政は、目指す姿の達成に向けた具体的な行動を定める詳細基本計画に基づき、創意工

夫して地域の経営資源を生かしながら、施策・事業を行います。 

 

③ Ｃ(チェック) 、Ａ(改善)での役割 

行政は、毎年、前年度の目標値達成状況・分析・対応を記載した「成果報告書」を公

表し、市民の意見を聞きます。成果目標の達成状況を踏まえ、市民・行政双方が行動内

容を改善します。 

 

④ Ｐ´（新たな目標(計画)立案）での役割 

平成 20 年度及び平成 23 年度には、それまでの成果目標の達成状況を踏まえ、基本計

画を見直します。この際、市民アンケートを実施して、目標値達成状況や市民の活動状

況を調査分析し、市民と行政が一緒になって、共通の目標をつくり直します。これに基

づき、行政は中期･後期詳細基本計画を策定します。 
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（２）第 5次瀬戸市総合計画における行政経営の展開 

瀬戸市においては平成 12 年度から 17 年度まで、行政組織が目標を共有し、役割分担と

創意工夫によって行動できるようになることを目指し、行政経営に取り組んできました。 

18 年度以降は、第 5次瀬戸市総合計画基本構想の｢行政の基本方針｣に基づき、都市経営

における行政の役割を的確に果たすため、引き続き行政経営に取り組みます。 

具体的には、第 5 次瀬戸市総合計画基本計画に沿って行政組織ごとの成果目標を明確化

し、政策会議と各部使命達成会議によるＰＤＣＡ管理を行う「使命達成運動」を展開しま

す。この運動は、目指す姿に向けた行政組織の役割（使命）を明確にし、組織ごとに掲げ

る全ての成果目標の達成状況をチェックしながら、施策・事業を継続的に改善するもので

す。これにより、行政は最小の経費で最大の成果を上げるマネジメントを行い、｢目指す姿｣

の実現に向けた施策・事業などの行政の取組が着実に前進することになります。 

また、行政組織ごとに目標達成に向けて、人材の配置と予算配分などを連動させるとと

もに、改革・改善の推進や、庁内分権などの環境整備を行います。 
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基 本 構 想 

基 本 計 画 

★ 目標値達成状況や市民の活動状況を把握する市民アンケートの実施 
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（３）第 5次瀬戸市総合計画におけるＰＤＣＡサイクル 

平成 18 年度から 27 年度までの 10 年間、都市経営及び行政経営のＰＤＣＡサイクルは、

下図のようになります。 

毎年、前年度の目標値達成状況・分析・対応を記載した「成果報告書」を公表し、市民

意見を聴取し目標達成に向けた改善に努めるとともに、3年ごとに目標値達成状況や市民の

活動状況を把握する市民アンケートを実施し、第 5 次瀬戸市総合計画基本計画の見直しを

行います。 
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４ 瀬戸市行政改革集中改革プランについて 

平成 16 年 12 月 24 日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」を受け、平成 17 年 3

月 29 日付けで総務省より「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」と

して助言があり、この指針において、行政改革大綱に基づき具体的な取組を集中的に実施

するため、平成 17 年度を起点とし、おおむね平成 21 年度までの具体的な取組を明示した

計画（集中改革プラン）を平成 17年度中に公表することとされました。 

  これまで述べたように本市では、行政改革、行政経営の理念を第 5 次瀬戸市総合計画に

盛り込んでいることから、「瀬戸市行政改革集中改革プラン」については､第 5 次瀬戸市総

合計画の枠組みの中で作成し平成 18年 3月に公表しました。 

５ 瀬戸市行政改革集中改革プランの取組状況について 

瀬戸市行政改革集中改革プランでは、147 にわたる実施項目を掲げ、そのうち平成 16年度

までに 100 項目に着手し、平成 17年度から平成 21年度までには、引き続き実施する 21項目

と新たに着手する47項目の計68項目について取り組むこととしました。この68項目のうち、

平成 21年度までに 67項目を実施し、未実施となった 1項目についても平成 22年度当初に実

施しました。 

また、目標とした定員管理における平成 22 年 4 月 1 日現在の職員数 835 人、平成 17 年度

からの削減率 8.0％に対し、職員数は 806 人で削減率 11.2％、削減数 102 人となっています。 

なお、これらの取組による財政効果影響額は、平成 17 年度から 21 年度の合計が約 139 億

円、平成 10年度から 21年度までの合計が約 257億円となっております。 

 

≪これまでの取り組みの成果≫ 

 実施 

項目数 
職員数推移 

上段：財政効果額 

下段：財政効果影響額 

新行政改革等 

（平成 10～16 年度） 
100 

（H10）1,052 人 

（H16）  908 人 

           ▲144 人 

（削減率 13.7％） 

5,454,837 千円 

11,721,388 千円 

行政改革集中改革プラン 

（平成 17～21 年度） 

新規 47 

継続 20 

計  67 

（H17）  908 人 

（H21）  806 人 

           ▲102 人 

（削減率 11.2％） 

2,100,287 千円 

13,996,259 千円 

合   計 
147 

（継続除く） 

（H10）1,052 人 

（H21）  806 人 

       ▲246 人 

（削減率 23.4％） 

7,555,124 千円 

25,717,647 千円 

 ※ 「財政効果額」とは、当該年度に発生した効果額の合計であり、「財政効果影響額」とは、実施した取組の
中で、それまでの事業や制度を廃止することにより、後年度にもその効果が及ぶものを累計した影響額です。 
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６ 瀬戸市行政改革第2次集中改革プランについて 

第2次集中改革プランは、第1次集中改革プランの実施状況による見直しを行うとともに、

平成 22年度～27年度に行う 48項目を追加するものです。 

なお、このプランについては、今後の使命達成運動の展開により、毎年ＰＤＣＡ管理を行

い、新たな改革・改善の取り組み事項が具体的になった場合等には、このプランを変更する

とともに、取り組みの進捗状況や成果等を取りまとめ公表するものとします。 

 

≪実施項目数≫ 

 
瀬戸市新行政 

改革実施計画等 

（H10～H16） 

第 1 次 

集中改革プラン 

（H17～H21） 

第 2 次 

集中改革プラン 

（H22～H27） 

計 

（継続除く） 

事務事業の再編・整理、

廃止・統合の取組 
34  

新規  9  

継続 10  

計  19  

新規 18  

継続 10  

  計  28  

61 

民間委託等の推進 50  

新規 29  

継続  4  

 計  33  

新規  8  

継続  4  

計  12  

87 

定員管理・給与の適正化 16  

新規  9  

継続  6  

計  15  

新規  4  

継続  4  

計   8  
29 

合   計 100  

新規 47  

継続 20  

計  67  

新規 30  

継続 18  

計  48  

177 
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事務事業の再編・整理、廃止・統合 

 

１ 事務事業の再編・整理等を行う際のスキーム 

本市においては、第 5 次瀬戸市総合計画基本計画に沿って行政組織ごとの成果目標を明

確化し、市長をはじめ各部長で構成する政策会議と各部長をはじめ部内の各課長で構成す

る使命達成会議によるＰＤＣＡ管理を行う「使命達成運動」を展開します。この運動は、

目指す姿に向けた行政組織の役割（使命）を明確にし、組織ごとに掲げる全ての成果目標

の達成状況をチェックしながら、施策・事業を継続的に改善するものです。これにより、

行政は最小の経費で最大の成果を上げるマネジメントを行い、｢目指す姿｣の実現に向けた

施策・事業などの行政の取組が着実に前進することになります。 

また、毎年、前年度の目標値達成状況・分析・対応を記載した「成果報告書」を公表し、

市民意見を聴取し目標達成に向けた改善に努めるとともに、3年ごとに目標値達成状況や市

民の活動状況を把握する市民アンケートを実施し、第 5 次瀬戸市総合計画基本計画の見直

しを行います。 

 

２ 事務事業の再編・整理、廃止・統合の取組 

（１）歳入確保に係る取組 

《① 使用料・手数料の見直し》 

実 施 事 項 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

使用料の引き上げ 
  実施 

● 

         

下水道使用料の引き上げ 

（下水道事業関係） 

  実施 

● 

         

尾張東部衛生組合における

ごみ処理手数料の引き上げ 

  実施 

● 

         

手数料・負担金の見直し 
   

 

実施 

● 

        

手数料の見直し 

（証明・交付・閲覧） 

        検討 

● 

実施 

● 
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【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

ごみ処理の有料化の推進（粗大ごみ） 
 実施 

● 

    

ごみ処理の有料化の推進（不燃・可燃ごみ） 
  検討 

▲ 

   

火葬炉使用料（市外在住者）の見直し 
 実施 

● 

    

施設使用料等の適正化の検証 
 検討 

▲ 

    

 

《② 市有財産の有効活用》 

実 施 事 項 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

一般公募分譲方式による市

有地売り払い 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

 実施 

● 

月極暫定駐車場として市有

地活用 

    実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

遊休資産の抽出・活用計画の策定  
実施 

● 

    

計画に基づいた貸付・販売等 
 実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

 

《③ 市税等収入の確保》 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

収納コールセンターの開設（市税・国民健康保

険料） 

実施 

● 

検証 

▲ 
 
   

 

《④ その他》 

実 施 事 項 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

広報せとや塵芥収集車への

広告掲載による歳入確保 

     実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 
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【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

自動販売機設置入札 
 実施 

● 

    

封筒への広告掲載による歳入確保 
 

 
実施 

● 

   

市勢要覧の広告掲載収入による発刊 
 

 
実施 

● 

   

くらしの便利地図の広告掲載収入による発刊 
 

  
実施 

● 

  

 

（２）歳出削減に係る取組 

《① 組織の統廃合》 

実 施 事 項 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

組織の見直し 
実施 

● 

  実施 

● 

実施 

● 

   実施 

● 

実施

● 

実施 

● 

実施 

● 

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

組織の見直し 
実施 

● 

検討 

▲ 
    

 

《② 補助金等の整理合理化》 

実 施 事 項 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

補助金の見直し 
  実施 

● 

         

社会福祉協議会への補助

金・委託料見直し 

   実施 

● 

実施 

● 

       

補助金に類似する性質の経

費見直し 

   実施 

● 
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【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

私立高等学校等授業料補助金の廃止 
実施 

● 

     

社会福祉協議会補助金の見直し 
実施 

● 

     

シルバー人材センター補助金の見直し 
実施 

● 

     

 

《③ 投資的経費の見直し》 

実 施 事 項 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

公共工事のコスト縮減 
実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

公共工事のコスト縮減 
実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 
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《④ 内部管理経費の見直し》 

実 施 事 項 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

経常経費の削減 
実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

        

出張旅費の見直し 
実施 

● 

           

職員表彰制度見直しによる

記念品贈呈廃止 

 実施 

● 

          

車両の効率的利用 
  

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

 

● 

  

● 

  

市長等の交際費削減 
  実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

  

損害保険の加入方法の見直

し 

  実施 

● 

         

オンライン専用端末機の保

守料削減 

   実施 

● 

実施 

● 

       

銀行と郵便局の窓口納付に

おける納付書の一本化 

   実施 

● 

        

契約方法の見直し 
   実施 

● 

        

出資法人における効率的運

営の推進 

   実施 

● 

 実施 

● 

      

健康診査受益者負担見直し

による委託料削減 

      実施 

● 

     

消防設備等の適正な配置 
        

● 

 

● 

 

 

  

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

経常経費の削減 
実施 

● 
 

    

人間ドック個人負担の見直し 
 実施 

● 

    

 

再配置   1 台増車  5台削減  6 台削減 

    再配置  4台削減  12 台削減    2台削減 

化学車 1台削減 はしご車 

電源車 1台削減 1台削減 
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《⑤ その他事務事業の整理合理化》 

実 施 事 項 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

口座振替領収書の廃止 
実施 

● 

           

交通災害共済事業の廃止 
 実施 

● 

          

市税、国民健康保険料、介護

保険料、保育料、し尿処理手

数料、上下水道料金の口座振

替依頼書の様式を一本化 

    実施 

● 

       

学校用務業務の見直し 
    実施 

● 

       

記念式典の見直し 
    実施 

● 

       

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

事務事業の改革・改善 
実施 

● 

検討 

▲ 
    

総合行政情報システムの運用 
実施 

● 
 

    

決裁規程の見直し 
実施 

● 
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《⑥ その他》 

実 施 事 項 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

行政手続制度の確立 

（行政手続条例の施行） 

 

● 

           

情報公開条例の制定 
  公布 

● 

施行 

● 

        

市債の利率変更 
  実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

 実施 

● 

     

市有施設内通勤用自動車駐

車使用料徴収 

（財産の適正管理） 

    実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

工事技術調査を委託し工事

監査を実施 

     実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

市債の繰上償還 
      実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

 

施設予約・電子申請システム

の構築 

       実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

地上デジタル・データ放送を

活用した地域の情報発信 

       実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

携帯電話からの119番直接受

信 

       実施 

● 

    

浄水場汚泥の有効利用 

（水道事業関係） 

       実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

下水道汚泥の有効利用 

（下水道事業関係） 

        実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

インターネット公売 
        実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

市税等のコンビニ収納 
        開発 

● 

実施 

● 

拡大 

● 

拡大 

● 

 



- 15 - 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

福祉サービスの見直し 
 検討 

▲ 

    

保育サービスの見直し 
 検討 

▲ 

    

学校給食のあり方  
検討 

▲ 

    

瀬戸市大気汚染測定所の廃止 
 実施 

● 

    

（財）瀬戸市文化振興財団業務の見直し 
 実施 

● 

    

納期前納付の報奨金制度の廃止 
 

 
実施 

● 

   

消防通信指令業務の共同化 
  

 

 実施 

● 
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民間委託等の推進 

 

 本市では、第 5次瀬戸市総合計画基本構想における行政の基本方針において、「①市民の力

を引き出し、自助・共助中心の社会の仕組みに転換する。行政はその転換を計画的に推進す

ることを使命とし、優先する。②小さくて効率的な市役所を目指す。市民・NPO・企業が実施

主体となることができるものについては、積極的に委ねる。」こととしています。 

 地域を構成する主体は、行政のみならず、市民、NPO、企業など様々であり、これらそれぞ

れが地域づくりの主体となって力を発揮し、相互に理解しあい補完しあうことがこれからの

基本的な方向性になるものと考えます。 

多様化する市民ニーズに応えるため、多様な供給主体による柔軟できめの細かい公共サー

ビスが提供できる社会の仕組みの構築に努めていきます。 

 

１ 公の施設についての管理運営状況と取組目標 

 

《① レクリエーション施設》 

施設名称 施設数 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

自然児童遊園 1 
 

● 

       

 

 

● 

   

スポーツ施設 17 
 

● 

       

 

 

● 

   

定光寺 

野外活動センター 
1 

 

● 

       

 

 

● 

   

八幡池魚つり場 1 
 

● 

       

 

    

児童遊園 28 
 

● 

       

 

    

 

管理委託               指定管理者制度導入 

業務委託 

直営 

管理委託               指定管理者制度導入 

管理委託               指定管理者制度導入 
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《② 産業振興施設》 

施設名称 施設数 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

デジタルリサーチ

パークセンター 
1 

      

● 

  

 

    

瀬戸蔵 1 
       

● 

 

 

    

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 施設数 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

デジタルリサーチパークセンター指定管理者

制度導入 
1 
  実施 

● 

   

道の駅瀬戸しなの指定管理者制度導入 1 
実施 

● 

     

 

《③ 基盤施設》 

施設名称 施設数 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

市

営

駐

車

場 

宮川 

瀬戸市駅前 

東横山 

3 

 

● 

     

● 

  

 

 

● 

   

パルティせと 1 
       

● 

 

 

    

瀬戸口駅北 1 
        

● 

    

都市公園 59 
 

● 

       

 

 

● 

   

春雨墓苑 1 
 

● 

       

 

    

斎苑 1 
 

● 

       

 

    

浄化センター 2 
 

● 

   

 

    

 

    

浄水場 3 
 

● 

       

 

    

資源リサイクル 

センター 
1 

      

● 

  

 

 

● 

   

業務委託         管理委託  指定管理者制度導入 

指定管理者制度導入 

指定管理者制度導入 

業務委託 

管理委託               指定管理者制度導入 

業務委託 

直営 

指定管理者制度導入 

業務委託 

業務委託 

直営     業務委託 
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【今後の取組】 

実 施 事 項 施設数 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

浄化センターの指定管理者制度の導入等民間

委託の推進 
2 
 検討 

▲ 

    

浄水場等の指定管理者制度の導入等民間委託

の推進 
3 
 検討 

▲ 

    

し尿処理施設の指定管理者制度の導入等民間

委託の推進 
1 
 検討 

▲ 

    

廃棄物処理施設（尾張東部衛生組合、資源リサ

イクルセンター、エコプラザ）の指定管理者制

度の導入等民間委託の推進 

3 
 検討 

▲ 
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《④ 文教施設》 

施設名称 施設数 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

西部コミュニティ

センター 
1 

 

● 

       

 

 

● 

   

文化センター 3 
 

● 

       

 

 

● 

   

中央公民館 1 
 

● 

       

 

 

● 

   

地区公民館 19 
 

● 

       

 

 

● 

   

歴史民俗資料館 

(瀬戸蔵ﾐｭｰｼﾞｱﾑ) 
1 

 

● 

      

● 

 

 

    

勤労青少年ホーム 1 
 

● 

       

 

    

図書館 1 
 

● 

       

 

    

交通児童館 1 
 

● 

       

 

    

新世紀工芸館 1 
  

● 

      

 

 

● 

   

マルチメディア 

伝承工芸館 
1 

   

● 

     

 

 

● 

   

ノベルティ・ 

こども創造館 
1 

      

● 

  

 

 

● 

   

パルティせと 

市民交流センター 
1 

       

● 

 

 

    

 

管理委託              指定管理者制度導入 

管理委託                  廃止 

管理委託               指定管理者制度導入 

管理委託               指定管理者制度導入 

業務委託          指定管理者制度導入 

業務委託 

業務委託 

直営 

業務委託  指定管理者導入検討 

指定管理者制度導入 

業務委託           指定管理者制度導入 

直営                 指定管理者制度導入検討 
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《⑤ 医療・社会福祉施設》 

施設名称 施設数 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

福祉保健センター 5 
 

● 

       

 

 

● 

   

老人憩いの家 1 
 

● 

       

 

 

● 

   

高齢者生きがい 

活動施設 
1 

 

● 

       

 

 

● 

   

養護老人ホーム 

陶寿荘 
1 

 

● 

       

 

 

● 

   

● 

のぞみ学園 1 
 

● 

       

 

    

水野在宅 

福祉センター 
2 

  

● 

      

 

 

● 

   

せとっ子 

ファミリー交流館 
1 

       

 

 

 

 

● 

   

 

管理委託               指定管理者制度導入 

管理委託               指定管理者制度導入 

管理委託               指定管理者制度導入 

直営 

管理委託            指定管理者制度導入 

業務委託 

業務委託                公設民営化検討  民営化実施 
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２ 民間委託の状況と取組目標 

 

《① 庁舎関係》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

清

掃

業

務 

市役所 

水野支所 

幡山支所 

品野支所 

市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

菱野団地市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

消防庁舎 

実施 

● 

           

水道庁舎 

下水道庁舎 

     実施 

● 

      

夜

間

警

備 

市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

菱野団地市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

クリーンセンター 

小中学校 

実施 

● 

           

水道庁舎 

下水道庁舎 

     実施 

● 

      

電話交換業務 市役所 
実施 

● 

           

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

本庁舎閉庁時の警備業務 
 

 

  
 
 実施 

● 
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《② 公用車運転》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

大型バス運転業務 
実施 

● 

           

移動図書館運行業務 
 実施 

● 

          

のぞみ学園バス運転業務 
  実施 

● 

         

助役専用運転業務の廃止 
    実施 

● 

       

マイクロバス運転業務 
      実施 

● 

     

車両整備管理業務委託 
      実施 

● 

     

 

《③ ごみ収集等》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

びん・缶分別処理業務 
実施 

● 

           

びん・缶・ペットボトルの 

収集業務 

     

● 

  拡大 

● 

拡大 

● 

   

紙類の収集業務 
     実施 

● 

      

可燃ごみ収集業務 
      

● 

 

 

 拡大 

● 

拡大 

● 

  

粗大ごみ収集業務 
       

● 

 

● 

    

不燃ごみ収集業務 
       

● 

 

● 

 

● 

   

ペットボトル圧縮梱包処理

業務 

       

● 

 

 

 

 

   

 

実施 

一部実施 全地域 

一部実施 拡大 全地域 

一部実施    

一部実施       
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【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

ごみ収集業務 
 

 

検討 

▲ 

 
 
 

 

粗大・不燃ごみ収集受付業務 
 

 

実施 

● 

 
 
 

 

 

《④ 学校給食》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

学校給食配送業務 
実施 

● 

           

学校給食センター調理業務 
  実施 

● 

         

学校給食センター配送校に

おける配膳業務 

     

● 

 

 

 

● 

     

学校給食単独校調理業務 
      

● 

  

● 

 

● 

 

● 

 

 

 

● 

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

学校給食センター配送校における配膳業務 
 

● 

     

学校給食単独校調理業務 
 

● 

 

● 

    

● 

 

《⑤ 上下水道事業関係》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

水道メーター検針業務 

（水道事業関係） 

 

● 

     

 

  

 

 

● 

   

水道水水質検査業務 

（水道事業関係） 

 

● 

     

 

  

● 

 

 

   

水道休開始業務 

（水道事業関係） 

 

 

   

● 

    

● 

 

 

   

滞納整理業務 

（水道事業関係） 

      実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

下水道使用料の徴収事務 

（下水道事業関係） 

      実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 
 

実施(7校)  実施(1校)      

実施                   完全委託 

一部実施             一括業務委託 

一部委託      完全委託 

実施    実施 実施 実施     実施 

(2校)    (2校)(1校)(2校)     (1校) 

 

実施 

(1 校) 

実施 実施         実施  

(1 校) (1校)       (1 校) 
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《⑥ 道路維持補修・清掃等》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

駅前広場施設清掃業務 
実施 

● 

           

道路清掃業務 
      実施 

● 

     

 

《⑦ ホームヘルパー派遣》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

精神障害者ホームヘルパー

派遣業務 

    実施 

● 

       

 

《⑧ 在宅給食サービス》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

在宅給食サービス業務 
実施 

● 

           

 

《⑨ 情報処理・庁内情報システム維持》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

情報処理・庁内情報システム

維持業務 

実施 

● 

           

 

《⑩ NPO・大学等との連携》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

大学コンソーシアムせとに

よる図書館連携での資料・相

互貸出の実施 

      実施 

● 

     

市民活動センターの運営業

務をＮＰＯに委託 

       実施 

● 

    

大学コンソーシアムせとに

よるまちづくり施策協働プ

ログラムの実施 

       実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

環境基本計画の見直し業務を 

南山大学との協働により実施 

       実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

「学びキャンパスせと」の運営

をＮＰＯと共催実施 

       試行 

● 

実施 

● 
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《⑪ その他》 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

焼却灰の運搬業務 

（尾張東部衛生組合） 

 実施 

● 

          

広報編集業務 
   実施 

● 

        

保育所の空き部屋を利用し

た宅老所の開設 

    実施 

● 

       

最終処分場の管理・埋立業務 
    実施 

● 

       

保育所公設民営 
      

● 

      

保育所の給食・用務業務 
         

● 

 

● 

 

● 

 

図書館の窓口業務 
          実施 

● 

 

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

保育所の給食・用務業務 
 

 

   

● 

 

● 

 

● 

 

実施 

(3 園) 

実施 実施 実施 

(3 園)(2園)(1 園) 

実施 実施 実施 

(1 園)(1園)(1 園) 
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定員管理・給与の適正化 

 

１ 人事管理の適正化 

本市では、新しい時代の行政運営を実施するため、平成 15年 7月に『もらーる・あっぷ

計画』（瀬戸市人材育成基本計画）を策定しました。 

この計画では、「人事」「研修」「採用」のあり方について人材育成の観点から具体的な施

策を示し、今日まで取り組んでいます。 

 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

学校名不問採用 
実施 

● 

           

独自日程の採用試験実施 
実施 

● 

           

採用試験事前説明会の実施 
実施 

● 

           

人事異動自己申告書の導入 
    実施 

● 

       

内示時期の早期化 
     実施 

● 

      

若手職員のジョブ･ローテー

ションの期間短縮 

     実施 

● 

      

希望降任制度の導入 
     実施 

● 

      

人事考課制度の定着 
     実施 

● 

      

目標による管理育成制度の

定着 

      実施 

● 

     

複線型人事制度の試行を実施 
          検討 

● 

 

昇任試験の検討と実施 
         検討 

● 

  

公募制研修の充実強化 
         実施 

● 

  

単位取得制研修の試行と実施 
          検討 

● 
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【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

各種申請等の電子化 
試行 

▲ 

実施 

● 

 
 
 

 

定年延長 
 検討 

▲ 

 
 
 

 

窓口改革研修の実施 
実施 

● 
  

評価 

▲ 

 
 

昇任制度の見直し 
 

 

検討 

▲ 

 
 
 

 

 

 

２ 定員管理の適正化 

これまでの職員数の推移については、平成 10 年度の 1,052 人をピークに平成 17 年度に

は 908 人となり、8年前の職員数と比較すると約150 人（13.7％）を削減してきました。 

さらに、事務事業の効率化・民間委託化、職員採用数のフラット化、再任用職員の活用

等を進め、平成 22年度の職員数は 806 人となり、平成 10年度と比較すると 246 人（23.4％）

を削減、平成 17年度と比較すると 102 人（11.2％）を削減してきました。 

今後も、少数精鋭で最大の効果をあげる『小さな市役所』を目指し、平成 27年度末（平

成 28年 4 月 1日現在）までの削減率を 8％とし、定員管理の目標を 742 人とします。 

 

定員管理の数値目標（公営企業を含む） 

 

 

 

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

職員数の適正管理 
実施 

● 

  
 
 

 

 

 

平成 22年 4月 1日現在 806 人 ⇒ 平成 28 年 4月 1日現在 742 人（▲8.0%） 
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※職員数は、各年度 4月 1日現在の定員管理職員数です。 
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３ 給与等の適正化 

本市では、行政運営の簡素化・効率化を図りながら財源確保に努めるため、これまで随

時給与等の適正化を図ってきました。 

しかし、昨今では公務員制度のあり方も見直される中で、これまで以上に厳しい財政状

況となっていることから、本市においては民間企業や他の自治体との均衡を考慮しつつ給

与制度の見直しを行います。 

実 施 事 項 
H10 

以前 
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

管理職手当の見直し 
実施 

● 

       実施 

● 

   

通勤手当の支給方法見直し 
実施 

● 

    実施 

● 

実施 

● 

     

新規採用職員の初任給引き

下げ 

 実施 

● 

          

在職職員の昇給時期延伸 
  実施 

● 

  実施 

● 

      

特殊勤務手当の見直し 
    実施 

● 

  実施 

● 

    

人事院勧告に基づく給与改

定 

 実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

 実施 

● 

 実施 

● 

実施 

● 

実施 

● 

給料表の構造の見直し 

（平均 5.1％の引き下げ） 

       実施 

● 

    

地域手当の導入・見直し 
       導入 

● 

 見直 

● 

 実施 

● 

能力・業績の給与への反映 
          実施 

● 

実施 

● 

時間外手当の抑制 
        実施 

● 

   

 

【今後の取組】 

実 施 事 項 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

給与制度の見直し 
実施 

● 

  
 
 

 

時間外勤務手当の抑制 
実施 

● 

  
 
 

 

旅費（日当）の見直し 
 検討 

▲ 

 
 
 

 

(1号ﾀ゙ ｳﾝ) 

(6か月延伸) (6か月延伸) 

(距離制導入) (支給単位見直し) (2km以内廃止) 

(5％削減) (定額制導入) 

(一部廃止) (一部廃止) 

(4％削減) 
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経費節減等の財政効果 

 

１ 現時点における平成 22～27 年度までの財政効果額の試算 

（単位：千円） 

項    目 財政効果額 

事務事業の再編・整理、廃止・統合 1,009,523 

 

使用料・手数料の見直し 209,500 

市有財産の有効活用 449,100 

その他（歳入確保対策関係） 3,500 

補助金等の整理合理化 29,223 

投資的経費の見直し 12,600 

内部管理経費の見直し 53,200 

その他の事務事業の整理合理化 178,000 

その他 74,400 

人件費の削減（民間委託等の推進） 215,000 

合      計 1,224,523 
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２ これまでの財政効果額 

（単位：千円） 

項    目 

平成 10 年度～16 年度 平成 17 年度～21 年度 合 計 

財政効果額 
財政効果 

影響額 
財政効果額 

財政効果 

影響額 

財政効果 

影響額 

事務事業の再編･整理、廃止･統合 3,989,875 6,392,559 1,279,166 4,870,284 11,262,843 

 

使用料・手数料の見直し 57,337 268,848 44,999 331,684 600,532 

市有財産の有効活用 2,689,080 2,689,080 801,699 801,699 3,490,779 

その他（歳入確保対策関係） 2,180 2,180 6,380 6,380 8,560 

補助金等の整理合理化 77,900 309,800 ― 389,500 699,300 

投資的経費の見直し 463,422 463,422 20,165 20,165 483,587 

内部管理経費の見直し 541,667 2,259,040 2,601 2,718,332 4,977,372 

その他の事務事業の整理合理化 47,450 289,350 ― 237,250 526,600 

その他 110,839 110,839 403,322 365,274 476,113 

民間委託等の推進 218,149 472,142 372,818 980,559 1,452,701 

職員給与等の削減 1,246,813 4,856,687 448,303 8,145,416 13,002,103 

合      計 5,454,837 11,721,388 2,100,287 13,996,259 25,717,647 

 

※ 「財政効果額」とは、当該年度に発生した効果額であり、「財政効果影響額」とは、実施

した取組の中で、それまでの事業や制度を廃止することにより、後年度にもその効果が及

ぶものを累計した影響額です。 

 

 


